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福岡市交通局に対する業務監査の実施結果 

項      目 主 な 取 組 み 状 況 等 所      見 

１．運賃等に関する事項 
 (１) 関係法令、通達に基づく諸手続等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(２) 連絡運輸・乗継割引・企画乗車券 
  ① 連絡運輸、乗継割引 
 
 
 
 
 

 
・福岡市交通局における過去５年間の運

賃等の変更認可の手続き等について

は、３号線（七隈線）開業に伴い、旅

客運賃設定の認可を平成１６年９月１

５日に行っている。 

・また、運賃関係の届出及び報告につい

ては、平成１４年度に３件、平成１５

年度に４件、平成１６年度に１５件、

平成１７年度に２３件の届出の実績が

あった。 
 
 
 
 
 
・九州旅客鉄道（以下「ＪＲ九州」とい

う。）（接続駅：姪浜駅）、西日本鉄道（以

下「西鉄」という。）（接続駅：貝塚駅）

の各社との間で、乗車時の乗車券購入

の煩雑さを解消し、乗換抵抗を軽減し

利用者利便の向上を図る観点から、２

 
・関係法令、通達に基づき適正に処理さ

れている。 
 
・鉄道事業者における運賃・料金に関す

る申請・届出等の諸手続き、旅客輸送に

関する規程類の駅への備え付け、運賃

表、時刻表の駅での掲示、乗車券への必

要事項の記載等は、輸送サービスの実施

に当たっての基本的な事項であり、今

後、実施マニュアルに基づき、本局、各

駅等における事前確認を十分に行うな

ど誤表示等がないように作業等を徹底

し、適正に実施することが望まれる。 

 
 
・今後、乗換駅における利用者の利用実

態、連絡運輸の導入効果、精算のための

コスト、対象事業者の意向等を総合的に

判断しつつ、利用者サービスの向上のた

めの連絡運輸の拡大について運輸関係

事業者と検討することが望まれる。ま



   2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 企画乗車券 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つの路線に１枚の乗車券で乗車可能な

連絡乗車券及び連絡定期券を発行して

いる。また、ＪＲ九州（接続駅：博多

駅）、西鉄（接続駅：天神駅、薬院駅）

との間で、連絡定期券を発行している。

 
・乗継割引金額については、ＪＲ九州筑

肥線を乗継ぐ場合、普通旅客運賃大人

で２０円（福岡市交通局１０円、ＪＲ

九州１０円）、西鉄宮地岳線を乗継ぐ場

合、普通旅客運賃大人で最大６０円（福

岡市交通局３０円、西鉄３０円）であ

る。 
 
・企画乗車券については、平成１７年度

においては、福岡ウェルカムカード１

日乗車券など１１種類の通年商品の

他、「どんたく１日乗車券」などの観光

資源を活用した新たな企画商品を１２

種類、合計２３種類の企画乗車券を発

売した。また、パンフレット、ポスタ

ー等を作成して、駅、車内、ホームペ

ージで宣伝活動を実施し、企画乗車券

の販売促進及び鉄道利用促進に努めて

いるところである。 

た、乗継割引については、基本的には経

営判断の問題であると承知しているが、

運輸政策審議会答申（第１９号）等にも

あるように、異なる事業者間を乗り継ぐ

旅客については、運賃の割高感が強く、

これを是正することが求められている

ことに鑑み、利用者ニーズも見極めつ

つ、可能な限り当該割引の拡大について

検討することが望まれる。 

 
 
 
 
 
・今後、３連休の増加、レジャー等の多

様化、訪日外国人旅行者の増加等を踏ま

え、観光目的の需要の喚起の観点から、

多様な利用者ニーズの的確な把握、関係

事業者との調整等により、さらに利用し

やすい良質な企画商品の設定について

検討することが望まれる。 
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（３）カード式乗車券 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）駅務機器類 
 
 
 
 
 
 
 
（５）無料乗車券 
 
 

・磁気カード乗車券については、平成７

年５月からカードを自動改札機に投入

することで入出場が可能な地下鉄専用

カード（プレミアム付）「えふカード」、

平成１１年４月から西鉄（天神大牟田

線及び路線バス）との共通カード（プ

レミアム付）「よかネットカード」、平

成１３年４月からＪＲ九州との共通カ

ード（地下鉄１乗車２０円割引）「ワイ

ワイカード」を販売している。平成１

７年度の販売実績は、全券種合計で１

７２万枚、金額で６１億円となってい

る。 

 
・自動券売機、自動改札機、自動精算機

等の設置については、乗降人員、旅客

流動等を考慮し設置台数、設置場所を

決定することとしており、現地監査を

行った各駅においては適正規模の台

数、設置場所の選択が行われていたと

考えられる。 

 
・無料乗車券については、「福岡市高速鉄

道乗車料金等条例施行規程」及び「無

料乗車取扱要領」に基づき、市内在住

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・今後、旧式自動券売機の改良・更新が

進められることから、駅務機器の改良、

更新を進めるに当たっては、運賃の誤収

受や精算時における誤払いが発生しに

くいものとするとともに、利用者に使い

やすいものとしていくことが求められ

る。 
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の障害者及び高齢者、交通局職員及び

交通事業管理者が特に業務の遂行上必

要と認める者を対象として発行されて

いるが、発行に当たっては、適正な取

扱いに十分留意していく必要がある。

 

 
 
 
 
 
 

２．情報提供に関する事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・福岡市交通局では、情報提供について

明文化したガイドラインは作成してい

ないものの、ホームページ、リーフレ

ット、駅や車両内のポスター掲示等

様々な媒体を通じて情報提供を行って

いる。 

 
・ホームページでは、財務等に関する情

報、運賃に関する情報、安全・サービ

スに関する情報（構内案内、バリアフ

リー化設備の整備状況に関する情報、

列車の運行状況に関する情報（３０分

以上の遅れが発生する等、大幅にダイ

ヤが乱れた場合等の運行情報）など）

を提供している。運行情報については、

交通局本局の担当課から入力可能な体

制としている。 

 

・また、携帯電話対応のホームページで

は、リアルタイムに情報を提供する必

・積極的な情報提供に努めており、概ね

ガイドラインに沿って充実した情報の

提供が行われている。 
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要性の高い列車の運行状況に関する情

報のほか、各駅の時刻表や運賃の検索

について確認できるようにしている。

 
・また、企画切符等についてリーフレッ

ト等を駅に備え周知するほか、福岡市

交通局に関する総括的なガイドブック

を市役所本庁の情報プラザに備え付

け、利用者の閲覧に供している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

３．案内情報（利用者に対する案内）に関

する事項 
（１）利用者に対する案内に係るマニュア

ル等の整備状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
・駅構内に設置する利用者に案内する設

備の整備に関しては、昭和５６年に１

号線及び２号線向けに制定したガイド

ラインを３号線建設に合わせて再整理

し、「駅掲示標デザインガイドライン」

等を平成１７年５月に策定した。この

ガイドラインを元に、３号線において

統一的な案内施設の整備を図っている

ところである。この再編されたガイド

ラインは、駅出入口、コンコース階、

ホーム階、各階共通といった場所に応

じ、掲示箇所や文字の書体・大きさ、

公告の設置基準、障害者への対応等を

定めている。 
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（２）列車内及び駅における案内情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）駅における案内情報 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

このほか、放送に関するマニュアルを

整備している。 
 
・ 列車内における音声案内は、マニュア

ルに基づき乗務員が行っている。ま

た、車両内の扉上部に設置されている

ＬＥＤ式情報表示装置において、あら

かじめ設定された定型文により行先

と停車駅に関して、日本語と英語によ

り情報提供を行っている。また３号線

においては、扉上部のＬＥＤ式情報表

示装置のほか、車両の前部及び後部に

モニターも備えている。 
 
・駅における施設の配置、出入口の位置、

乗り換え、列車の運行情報等について

利用者に案内する施設は、ガイドライ

ンに基づき整備されている。また、構

内での案内放送もマニュアルに基づい

て行われている。 
また駅構内の LED 式情報表示装置で
電車の接近等を表示するほか、緊急時

には運輸指令から文字入力を直接行

い、リアルタイムで情報提供できる体

制となっている。改札付近及びホーム

上の LED 式情報表示装置は既に全駅
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（４）外国人にもわかりやすい案内情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に設置されている。 
また、列車に遅延等があれば、その情

報はＬＥＤ式情報表示装置のみなら

ず、構内放送により音声でも提供され

ることになっている。現在のところ構

内放送は、運輸指令からＦＡＸ若しく

は電話で伝えられる情報をもとに、各

駅の駅員が行うというシステムになっ

ている。 
 

・駅施設等の案内の多言語化については、

日本語、英語の２ヶ国語表示を基本と

しつつ、特に外国人の利用者が多いと

考えられるターミナル駅においては、

中国語及び韓国語を加えた４ヶ国語に

よる案内表示を改修の際に実施してい

る（天神駅、博多駅等）。また、全駅に

おいてピクトグラムによる案内表示を

実施している。 
・また、各駅に日本語、英語、中国語及

び韓国語による乗車券の購入方法等を

まとめたリーフレットを常備してお

り、利用者の利便向上が図られている。

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・福岡市交通局は外国人観光旅客の来訪

地域の整備等の促進による国際観光の

振興に関する法律（平成９年法律第９

１号）に基づく、外国語等による情報

の提供を促進するための措置を講ずべ

き区間に１号線、２号線及び３号線の

全線が指定されており、引き続き利用

状況等も勘案した多言語化について検

討することが望まれる。 
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４．バリアフリー対策に関する事項 
（１）バリアフリー化の取り組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）バリアフリー設備の整備状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・福岡市交通局では、計画的に駅のバリ

アフリー化を進められており、現在１

号線、２号線、３号線の全駅でバリア

フリー化が達成されており、先駆的な

取り組みとして評価できる。 
また、全線全３５駅において車いす使

用者対応のトイレが整備されており、

このうち３号線全駅及び１号線天神駅

の計１７駅がオストメイト対応となっ

ている。点字ブロック、手すり及び点

字案内板については、全駅に設置され

ている。 
 

・１日当たりの平均利用者数が５千人以

上の駅は２３駅であるが、交通バリア

フリー法による移動円滑化基準につい

ては、平成１９年１月現在で全駅が対

応している。 
また、３号線においては、設計時より

車両とホームの段差を 0.5cm程度にす
る等の配慮が行われており、さらに３

号線全駅に地上出入口や駅構内案内

図、階段等の位置を知らせる音案内の

設備が設置されている。 
さらに、ホームドアの設置については、

 
・今後も、バリアフリー化を充実してい

くことが期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・バリアフリー化への積極的な取り組み

として評価できる。 
 
・ユニバーサルデザインの実現に向けた

社会的な要請が高まる中、利用者のニ

ーズ等を踏まえ、スパイラルアップを

していくことが期待される。 
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（３）ソフト面での対応 
 
 
 
 
 

全線全駅で導入されている。 
 
・ホームページ上において、車いすの利

用者に対し、ホーム階やエレベーター

の設置状況等に関する情報提供を行う

ほか、駅におけるスムーズな乗降車の

ために、管区駅の連絡先を掲載してい

る。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

５．乗り継ぎ利便等に関する事項 
（１）自社路線内での直通運転等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・自社路線内の直通運転の状況について

は、２号線が中洲川端から１号線の西

新・姪浜間に６８本の直通運転を行っ

ている（２号線運行列車の５２．７％）。

そのため、１号線と直通運転する２号

線の間で、天神駅において同一のプラ

ットホーム上で乗り換えを行うことが

できる。 

また、１号線の天神駅と３号線の天神

南駅の間が約５００ｍ離れていること

から、案内板やリーフレット等で乗り

換えルートの案内を行っている。さら

に、荷物の多い利用者のために無料の

カートを貸し出す取り組みのほか、乗

り換えに際し切符の有効時間を１２０

 
・今後ともさらに乗継ぎ・乗り換えの利

便性を高める方向で検討することが期

待される。 
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（２）他社路線との相互直通運転 
 

 

 

 

 

 

 

（３）他社路線との乗り換え利便の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

分以内とすることで、障害者も含め、

ゆとりを持って移動できるよう配慮

し、利用者の利便の増進に資している。

列車の運行面については、３号線天神

方面最終電車の乗客が１号線の最終電

車に間に合うよう考慮したダイヤ設定

を行っている。 

 

・他社路線との相互直通運転については、

昭和５８年３月より１号線が国鉄筑肥

線（当時。現 JR筑肥線）と相互直通運

転を行っている。 

なお、今後の相互直通運転区間の拡大

及び新たな相互直通運転の計画は、現

在のところない。 

 

・博多駅でのＪＲ線との乗り換えは、中

央改札口からＪＲコンコース階に直接

移動できるエレベーターを整備し、利

用者利便の確保に努めている。 

また、西鉄宮地岳線との乗り換え駅で

ある貝塚駅では、同一階における平面

上の乗り換えとしており、利用者の利

便に資している。 
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（４）他社路線との接続確保措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）鉄道以外の交通機関との乗り換え利

便 

 
 

・２号線貝塚駅において乗り換えを行う

西鉄宮地岳線について、津屋崎行き及

び三苫行きの最終電車への接続を確保

するための措置を行っている。 

また、深夜時間帯において新幹線等の

他社線に遅れが生じた場合について

は、博多駅においてＪＲ西日本・九州

からの情報提供を受け、最終列車の出

発時刻を調整する措置をとっている。

 

・他モードとの乗り継ぎ円滑化について

は、駅構内の案内表示でバス乗り場や

タクシー乗り場を案内している。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６．輸送障害等発生時の旅客対応に関する

事項 

（１）輸送障害等の発生状況 

 
 
 
（２）輸送障害等発生時の体制等 

 
 
 
 

 

 

・輸送障害の発生件数は、３年間で４件

発生している（線路内立入２件、地震

２件）。 
 

・事故が起こった場合の応急処置と復旧

について規定されている。 

２時間以上の障害や５人以上の死傷者

が出るような人身事故の場合は、対策

本部を設置して対応することとなって
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（３）利用者等への情報提供等 

 
 
 
 
 

いる。 

 
・福岡市交通局では、輸送障害が発生し

た場合には、現場から無線等により運

輸指令に情報が集約され、運転整理等

が行われている。  
運輸指令は事故内容・運行状況等の情

報を全駅にＦＡＸ若しくは電話による

一斉通知により提供し、各駅では、駅

構内の掲示板に掲示するとともに、マ

ニュアルに基づき放送案内をして周知

を図っている。 

 
・駅間停止列車の乗客避難誘導の取り扱

いについても、マニュアル等（「駅間停

止列車乗客避難誘導の取扱い」平成 9
年 3月 3日運運課長達第 4-3）により的
確に対応されている。 
 

・列車内での運行情報の案内は少なくと

も概ね５分を目安に行うとされている

が、福岡市交通局では、状況が変わら

なくても、利用者の不安を取り除く観

点から、随時放送案内を実施(５分以内

に実施)している。 
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（４）振替輸送等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）輸送障害時等発生を想定した訓練 

 
 

３０分以上の遅延を生じる等の輸送障

害に係るものについては、ホームペー

ジに運行状況等を掲載し情報提供に努

めている。 

 
・また、九州運輸局で立ち上げた「九州

のりもの info.com」のサイトに参加し
情報提供を行っており、リアルタイム

に情報配信ができるようになってい

る。 

 
・輸送障害時の振替輸送については、他

の路線が無いため実施していない。 

代行輸送については、バス等による代

行輸送を行っており、昭和５６年に西

日本鉄道（バス部門）と代行輸送につ

いての協議書を取り交わしている。 
直近の事例としては、平成１５年に博

多駅が浸水したときに、博多駅から福

岡空港までを貸切バスによる代行輸送

を行った。 
 

・年に一回、トンネルからの避難訓練や

火災訓練を実施している。又、訓練本

部を現場に作って脱線事故復旧訓練も
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実施している。 

 
・また、テロ対策の訓練は、年に１～２

回消防との合同訓練を行っている。 

 
・浸水防災訓練は、「博多駅浸水防止合同

訓練実行委員会」を立ち上げ、博多駅

の隣接ビル８事業者と合同で、毎年梅

雨前に実施している。 

 
７．駅業務に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・駅業務委託については、必要に応じた

要員配置の確保が柔軟に行えるように

なり、駅従事員の採用・教育・労務管

理において効率化が図られることや業

務の再構築、附加業務の設定が容易で

あることを理由に現在、全３５駅中２

２駅が委託駅となっている。 
 
・駅係員の研修については、福岡市交通局

企業職員研修規程により、総務部職員

課において研修計画を策定し公務員試

験合格後、採用前に養成研修として、

46日の研修が行われている。 
 
・また、全駅係員を対象にした研修では、
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特に接遇関係に重点をおいたカリキュ

ラムで、乗客課、運輸事務所及び管区

駅で、年に十数回行われている。 

 
８．災害対応等に関する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・福岡市交通局では、災害に対するもの

としては「福岡市高速鉄道災害対策規

程」に基づき、災害時の役割分担や組

織体制を明確にするとともに、駅消防

計画を各駅ごとに整備し、細かい緊急

対応マニュアルも作成している。 
 
・また、テロ対策については、「有毒ガス

等の不審物発見時の運転取扱」等、駅

や車内において不審物等を発見した際

の対応マニュアルを整備するなど、職

員等が適切に対応できるよう周知徹底

を行っている。 
 

・近年、自然災害等が各地で発生してお

り、今後も幅広く災害等を想定した教

育・訓練等を実施し、迅速かつ安全、

的確な対応がとれる体制を確立するこ

とが望まれる。 

 

９．利用者からの意見等に関する事項 

 
 
 
 
 
 

・福岡市交通局では、利用者意見等の窓

口として、駅への電話及び来訪、ホー

ムページのメール受付等がある。 

一番多いのは、電子メールによる方法

で、全体の約 6割を占めている。メー
ルは毎日総務課でチェックされ、担当

課から利用者へ回答することとしてい

・ホームページ上で直接の公開は無いが、

代表的な内容をＱ＆Ａの形で利用者に

紹介している点は評価できる。 

 
・「お客様の声カード」に利用者が意見要

望等を記入し投函できるようにしてい

ることは、乗客サービス向上のための
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るが、すぐに解決できないものは合議

され、対応策が決定される。内容は集

約されて内部の電子掲示板で確認する

ことができ、情報を共有化し業務に活

かせるようになっている。 

 
・外部委託をしているテレホンセンター

では、365日すべての問い合わせに対
応している。 

 
・また、天神駅、博多駅等８駅の構内に

おいて、「お客様の声ボックス」を設置。

平成１７年度に電話や来訪、ホームペ

ージのメール等による受付件数は１１

６９件となっている。主な意見等とし

ては、運賃関係、地下鉄乗換、職員の

接遇、駅設備等となっている。 
 

取り組みとして評価できる。 

 
・今後ともこうした取り組みやサービス

改善に反映していく体制の充実など、

利用者の意見等を踏まえた適切な対応

に努めることが必要である。 
 

 

１０．その他のサービスに関する事項 

（１）携帯電話の取扱い 
 
 
 
 
 

 
・福岡市交通局では、車内での携帯電話

の使用については、優先席付近では、

電源を切ることとしており、それ以外

の場所では「マナーモードに設定」し、

通話はご遠慮していただくよう案内し

ている。 
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（２）健康増進法施行への対応（受動喫煙

防止対策等） 
 
 
 
（３）暴力・迷惑行為について 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）マナーアップキャンペーン 
 
 
 
 
 
 
 

 
・平成 15年 7月から全駅において全面的
に禁煙としている。全駅喫煙について

は、利用者にも理解されており、苦情

も寄せられていない。 
 
・ポスターや車内放送によって、マナー

向上の啓蒙活動を行っている。 

 
・暴力・迷惑行為については、平成１６

年７月（３号線開業前）に作成した、

「対応マニュアル」（駅務オペレーショ

ンマニュアル）により対応している。

発生件数は年間３０数件である。 

 
・福岡市交通局では、乗車マナー向上の

ための取り組みとして、児童や生徒など

を対象としたマナーアップ教室や沿線の

学生に参加を呼びかけたり、イベントと

タイアップしたりしながらマナーアップ

キャンペーンを積極的に実施（マナーア

ップ教室年間１５回、マナーアップキャ

ンペーン年間８０回） 

 
 
 
 
 
 
・暴力・迷惑行為の発生件数の状況等は、

その対応策を検討する上での有用なデ

ータであることから、今後とも可能な

範囲でその把握等に努めることが必要

であると考える。 

 
 
 
 

・他に例を見ない取り組みとして大変評

価できる。 

 

 


